
議案第 50号  

 

 

   西脇市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定  

   について  

 

 

 西脇市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。  

 

 

  令和８年６月８日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱等の改正に伴い、西脇市福祉医

療費助成条例を改正する必要があるため。  



 
 

 
西

脇
市

福
祉

医
療

費
助

成
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
 

   
西

脇
市

福
祉

医
療

費
助

成
条

例
（

平
成

1
7
年

西
脇

市
条

例
第

 
1
0
9
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

  
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

、
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

 
（
定
義
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

 
⑴
～
⒆
 
（
略
）
 

⒇
 
所
得
を
有
し
な
い
者
 
そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
が
医
療
保
険

各
法
の
給
付
が
行
わ
れ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
医
療
保
険
各
法
の
給
付
が
行
わ
れ
た
月
が

４
月
か
ら
６
月
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
分
の
地
方
税

法
（
昭
和
25
年
法
律
第
 2
26
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
第
 3
28
条
の
規
定

に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
（
市
町
村
の

条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
す
る
。

以
下
「
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
属
す
る
世
帯

の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
が
医
療
保
険
各
法
の
給
付
が
行
わ
れ
た
月
の
属
す
る
年
度

分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
に
係
る
同
法
第
 3
13
条
第
１
項
に
規
定
す
る

総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
（
昭
和
40
年
法
律
第
33
号
）
第
２
条

第
１
項
第
22
号
に
規
定
す
る
各
種
所
得
の
金
額
（
同
法
第
35
条
第
２
項
に
規
定
す
る
公
的

年
金
等
の
支
給
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
４
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
 8
26
,5
00
円
」
と
し
て
同
項

の
規
定
を
適
用
し
て
算
定
し
た
総
所
得
金
額
と
し
、
総
所
得
金
額
に
同
法
第
28
条
第
１
項

に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て

は
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
か
ら
10
万
円
を
控
除
し
て
得
た
金
額

（
当
該
金
額
が
０
を
下
回
る
場
合
に
は
、
０
と
す
る
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
）
並
び

に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
が
な
い
者
を
い
う
。
 

 
(21

) 
低
所
得
者
 
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯

主
及
び
全
て
の
世
帯
員
が
医
療
保
険
各
法
の
給
付
が
行
わ
れ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
 

（
医
療
保
険
各
法
の
給
付
が
行
わ
れ
た
月
が
１
月
か
ら
６
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

前
々
年
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
第
35
条
第

２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
医
療

保
険
各
法
の
給
付
が
行
わ
れ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第

29
2条

第
１
項
第
13
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
（
所
得
税
法
第
28
条
第
１
項
に
規
定

す
る
給
与
所
得
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
給
与
所
得
は
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に

よ
り
計
算
し
た
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
32
年
法
律
第
26
号
）
第
41
条
の
３
の
11

第
２
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
控
除
前
の
金
額
）
か
ら

10
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
０
を
下
回
る
場
合
に
は
、
０
と
す
る
。
）
に
よ

 

（
定
義
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

 
⑴
～
⒆
 
（
略
）
 

⒇
 
所
得
を
有
し
な
い
者
 
そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
が
医
療
保
険
 

各
法
の
給
付
が
行
わ
れ
た
月
の
属
す
る
年
度
（
医
療
保
険
各
法
の
給
付
が
行
わ
れ
た
月
が
 

４
月
か
ら
６
月
ま
で
の
間
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
分
の
地
方
税
 

法
（
昭
和
25
年
法
律
第
 2
26
号
）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
第
 3
28
条
の
規
定
 

に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
（
市
町
村
の
 

条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
す
る
。

以
下
「
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
属
す
る
世
帯
 

の
世
帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
が
医
療
保
険
各
法
の
給
付
が
行
わ
れ
た
月
の
属
す
る
年
度
 

分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
に
係
る
同
法
第
 3
13
条
第
１
項
に
規
定
す
る
 

総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
に
係
る
所
得
税
法
（
昭
和
40
年
法
律
第
33
号
）
第
２
条
 

第
１
項
第
22
号
に
規
定
す
る
各
種
所
得
の
金
額
（
同
法
第
35
条
第
２
項
に
規
定
す
る
公
的
 

年
金
等
の
支
給
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
４
項
中
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
 

の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
 8
09
,0
00
円
」
と
し
て
同
項
 

の
規
定
を
適
用
し
て
算
定
し
た
総
所
得
金
額
と
し
、
総
所
得
金
額
に
同
法
第
28
条
第
１
項
 

に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
給
与
所
得
に
つ
い
て
 

は
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
か
ら
10
万
円
を
控
除
し
て
得
た
金
額
 

（
当
該
金
額
が
０
を
下
回
る
場
合
に
は
、
０
と
す
る
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
）
並
び
 

に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
が
な
い
者
を
い
う
。
 

 
(21

) 
低
所
得
者
 
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
 

主
及
び
全
て
の
世
帯
員
が
医
療
保
険
各
法
の
給
付
が
行
わ
れ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
 

（
医
療
保
険
各
法
の
給
付
が
行
わ
れ
た
月
が
１
月
か
ら
６
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
 

前
々
年
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
（
所
得
税
法
第
35
条
第
 

２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
医
療
 

保
険
各
法
の
給
付
が
行
わ
れ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第
 

29
2条

第
１
項
第
13
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
（
所
得
税
法
第
28
条
第
１
項
に
規
定
 

す
る
給
与
所
得
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
給
与
所
得
は
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
 

よ
り
計
算
し
た
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
32
年
法
律
第
26
号
）
第
41
条
の
３
の
11
 

第
２
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
控
除
前
の
金
額
）
か
ら
 

10
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
０
を
下
回
る
場
合
に
は
、
０
と
す
る
。
）
に
よ
 

 



 
る
も
の
と
し
、
所
得
税
法
第
35
条
第
２
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
給
を
受
け
る
者

に
つ
い
て
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
同
項
第
１
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た

額
と
す
る
。
）
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
０
を
下
回
る
場
合
に
は
、
０
と
す
る
。

以
下
同
じ
。
）
の
合
計
額
が
 8
26
,5
00
円
以
下
で
あ
る
者
を
い
う
。
 

（
助
成
対
象
者
）
 

第
３
条
 
（
略
）
 

 
⑴
 
高
齢
期
移
行
者
に
つ
い
て
は
、
高
齢
期
移
行
者
が
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で
、
医

療
保
険
各
法
の
給
付
が
行
わ
れ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額

及
び
医
療
保
険
各
法
の
給
付
が
行
わ
れ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
の
合

計
額
が
 8
26
,5
00
円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。
 

 
 
ア
・
イ
 
（
略
）
 

 
⑵
 
重
度
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
重
度
障
害
者
及
び
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い

が
、
事
実
上
婚
姻
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
重
度
障
害

者
の
民
法
（
明
治
29
年
法
律
第
89
号
）
第
 8
77
条
第
１
項
に
定
め
る
扶
養
義
務
者
で
そ
の

重
度
障
害
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
に
つ
い
て
医
療
保
険
各
法
の
給
付
が
行
わ
れ
た
月
の

属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
同
法
第
 2
92
条
第
１
項
第
２

号
に
掲
げ
る
所
得
割
（
同
法
第
 3
28
条
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）
の
額
（
同
法
附
則
第
５
条
の
４
第
５
項
そ
の
他
の
内
閣
府
令
・
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
規
定
に
よ
る
控
除
を
さ
れ
る
べ
き
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
を
加
算
し

た
額
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
合
計
額
が
 2
35
,0
00
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。
 

 
 
⑶
・
⑷
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

 

る
も
の
と
し
、
所
得
税
法
第
35
条
第
２
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
給
を
受
け
る
者
 

に
つ
い
て
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
同
項
第
１
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
 

額
と
す
る
。
）
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
０
を
下
回
る
場
合
に
は
、
０
と
す
る
。
 

以
下
同
じ
。
）
の
合
計
額
が
 8
09
,0
00
円
以
下
で
あ
る
者
を
い
う
。
 

 
（
助
成
対
象
者
）
 

第
３
条
 
（
略
）
 

 
⑴
 
高
齢
期
移
行
者
に
つ
い
て
は
、
高
齢
期
移
行
者
が
市
町
村
民
税
世
帯
非
課
税
者
で
、
医
 

療
保
険
各
法
の
給
付
が
行
わ
れ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
中
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
 

及
び
医
療
保
険
各
法
の
給
付
が
行
わ
れ
た
月
の
属
す
る
年
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額
の
合
 

計
額
が
 8
09
,0
00
円
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。
 

 
 
ア
・
イ
 
（
略
）
 

 
⑵
 
重
度
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
重
度
障
害
者
及
び
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
 

が
、
事
実
上
婚
姻
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
重
度
障
害
 

者
の
民
法
（
明
治
29
年
法
律
第
89
号
）
第
 8
77
条
第
１
項
に
定
め
る
扶
養
義
務
者
で
そ
の
 

重
度
障
害
者
の
生
計
を
維
持
す
る
者
に
つ
い
て
医
療
保
険
各
法
の
給
付
が
行
わ
れ
た
月
の
 

属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
同
法
第
 2
92
条
第
１
項
第
２
 

号
に
掲
げ
る
所
得
割
（
同
法
第
 3
28
条
の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
所
得
割
を
除
く
。
以
下
 

同
じ
。
）
の
額
（
同
法
第
 3
14
条
の
７
、
同
法
附
則
第
５
条
の
４
第
６
項
、
同
法
附
則
第
 

５
条
の
４
の
２
第
５
項
及
び
同
法
附
則
第
７
条
の
２
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
さ
れ
 

る
べ
き
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
合
 

計
額
が
 2
35
,0
00
円
未
満
で
あ
る
こ
と
。
 

 
⑶
・
⑷
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

 

  
 

 
附

 
則

 

 
こ

の
条

例
は

、
令

和
８

年
７

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

た
だ

し
、

第
３

条
第

１
項

第
２

号
の

改
正

規
定

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 


